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１ 事業の目的 

本事業は、特定健診未受診者の診療情報を、マイナ保険証による「より良い医療」において活用できる

ようにするとともに、市町国民健康保険被保険者（以下「被保険者」という。）の健康状態の把握、その

後の保健指導への反映を図ることを目的として、令和８年４月から実施します。 

 

 

２ 事業の内容 

 生活習慣病等で医療機関を受診中かつ特定健診未受診の被保険者を対象として、医療機関が保有する検

査結果情報の提供について同被保険者の同意が得られた場合に、「情報提供票（様式情提２）」及び「質

問票（様式情提３）」を、医療機関から山口県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）へ提

出していただくことで、みなし健診データとして登録します。 

 なお、「情報提供票（様式情提２）」及び「質問票（様式情提３）」の作成及び提供にあたり、情報提

供料が市町国民健康保険保険者（以下「保険者」という。）から連合会を通じて、医療機関へ支払われま

す。 

 

 

【事業概要図】 
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 ※1 郡市医師会を通じて契約 

 ※2 Ａ市町と契約した郡市医師会に属する医療機関は、Ａ市町の被保険者のみ実施可能   

② みなし健診の同意 

① 受診勧奨 

(① 勧奨情報提供) 

契約※1 

契約 

・治療患者の同意取得 

・情報提供票等の作成 

・同意書及び特定健診受診券等の保管 

③ 請求 

(情報提供票等) ⑥ 支払 

④ 請求 

⑤ 支払 

定期的な治療 
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３ 対象者 

 山口県内の当該年度の末日時点の年齢が 40 歳以上 75 歳未満の被保険者で、当該年度の特定健診を受診

していない者のうち、本事業の契約を締結している医療機関に受診中の者かつ保険者に対して情報提供に

同意した者とします。 

 ただし、Ａ市町と契約した郡市医師会に属する医療機関は、Ａ市町の被保険者のみ実施可能です。（契

約を締結していないＡ市町以外の被保険者については、実施することはできません。） 

 

 

４ 情報提供項目 

(１) 必須項目 

理学的所見（身体診察） 

身体計測 ：身長・体重・BMI・腹囲（内臓脂肪面積でも可） 

血圧測定 ：収縮期血圧・拡張期血圧 

脂質検査 ：空腹時中性脂肪（やむを得ない場合は、随時中性脂肪（空腹時（絶食 10 時間以上）以 

外）の採血で実施すること）・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール（中性脂肪が 

400mg/dl 以上又は食後採血の場合は、Non-HDL コレステロールでも可） 

肝機能検査：AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) 

血糖検査 ：空腹時血糖又はヘモグロビン A1c(NGSP 値) （どちらの検査もできず、やむを得ない場 

合は随時血糖（食事開始時から 3.5 時間以上絶食 10 時間未満）の採血で実施すること） 

尿検査  ：尿糖・尿蛋白 

質問項目 ：標準的な質問票 

 

(２) 任意項目 

腎機能検査：血清クレアチニン・eGFR 

 

 

５ 情報提供に係る費用 

 情報提供料として１件 3,815 円(消費税及び地方消費税を含む。) とします。 

※ 不足検査を追加実施しても、費用の請求はできません。 

 

 

６ 費用決済処理までの流れ 

請求及び支払に関する通知や納付締切日等は、特定健診等の処理と同様のスケジュールとなります。 

 

(１) 本事業への参加登録（医療機関） 

本事業に参加いただける医療機関は、「請求及び受領に関する届（様式情提１）」を下記提出先に

郵送又は持参し、参加登録及び口座届をしてください。 

 

＜提出先＞ 

 〒753-8520   山口県山口市朝田 1980 番地 7 

         山口県国民健康保険団体連合会 保険者支援課 健康増進班 宛 

         Tel 083-925-7932 

 

(２) 情報提供事業の説明及び同意（医療機関） 

本事業の対象者が来院した際に「質問票（様式情提３）」、「同意書（様式情提４）」等を持参し

ていれば、対象者へ本事業について説明を行い、同意が得られた場合は、「同意書（様式情提４）」

への署名を依頼してください。（様式を持参していない場合であっても、本事業の対象者が来院され

た際には、みなし健診の勧奨をお願いします） 

併せて、マイナ保険証・資格確認書により、対象者の資格を確認してください。市町国民健康保険
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の有資格者でない場合は、本事業の対象外となります。 

また、重複受診の防止のため、「特定健診受診券」（未受診者勧奨はがき等）を本人から受領し、

「同意書（様式情提４）」と共に保管してください。 

なお、「特定健診受診券」について、がん検診等と一体型のため、特定健診において、医療機関が

その名称等を押印して被保険者に返却している場合には、同様に受診券に押印し、その写しを「同意

書（様式情提４）」と共に保管してください。 

 

(３) 情報提供票等の作成及び確認（医療機関） 

「情報提供票（様式情提２）」及び「質問票（様式情提３）」について、各項目に記入漏れがない

か確認してください。 

Excel 提出の場合は、「情報提供票（様式情提２）」及び「質問票（様式情提３）」の各項目を入

力すると、エラーチェック内容の部分に、エラーの有無が表示されます。 

なお、対象者が、本マニュアルに掲載した様式以外の様式を自書して持参した場合は、本マニュア

ルの様式に転記するか、Excel 提出としてください。（本マニュアルの様式以外を使用している場合

は、受付不能として返戻となります。） 

また、不備がある場合も、返戻となりますので、ご注意ください。 

 

(４) 情報提供票等を提出（医療機関） 

紙媒体又は Excel ファイルを格納した電子媒体（ＣＤ－Ｒ）の「情報提供票（様式情提２）」と「質

問票（様式情提３）」を、「媒体送付書（個別医療機関用）（様式情提５）」と併せて、郵送又は持

参により、（１）と同様に提出してください。 

なお、請求代行機関が医療機関から委託を受けて提出される場合には、「媒体送付書（請求代行機

関用）（様式情提６）」及び「提出医療機関内訳書（様式情提７）」により提出してください。 

毎月５日（土曜日、日曜日及び国民の祝日の場合は翌営業日）が提出締切日ですが、診療報酬明細

書（レセプト）等と混在で提出した場合、提出期限が異なることから翌月受付となる場合があります。 

なお、初回の提出時において、「請求及び受領に関する届（様式情提１ ）」が未提出の場合は、当

該届も併せて提出してください。 

電子媒体（ＣＤ－Ｒ）により提出する場合は、命名規則として、Excel ファイル名の後ろに「_医療

機関番号（１０桁）」を追記してください。 

医療機関番号（１０桁）以降は特に規則はありませんので、必要に応じて、連番等で区別してくだ

さい。 

例） 「情報提供様式_3519999999.xlxs」 

「情報提供様式_3519999999_001.xlxs」等 

電子媒体（ＣＤ－Ｒ）のラベルはシールを使用せず、下記のとおり油性マジックやゴム印等でレ

ーベル面に直接記載してください。 

＜提出用電子媒体（ＣＤ－Ｒ）の記載例イメージ＞  

「提出年月日：令和８年６月１日 

媒体提出枚数／総数：１枚中１枚目 

診療情報活用（みなし健診）事業 

医療機関番号：3519999999 

医療機関名称：医療法人山口国保医院 
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(５) みなし健診データ等を登録（連合会） 

提出された「情報提供票（様式情提２）」及び「質問票（様式情提３）」を確認し、検査結果及び

回答を登録します。 

ただし、不備がある場合等は返戻とし、当該被保険者については、全ての検査結果及び回答を登録

しません。 

 

(６) 支払額通知書等の送付及び支払（連合会） 

提出された月の翌月の２５日（土曜日、日曜日及び国民の祝日の場合は翌営業日）までに、「支払

額通知書（様式情提２１）」、「支払額内訳書（様式情提２２）」及び「提供者別支払額内訳書（様

式情提２３）」を、医療機関に送付します。 

また、「請求及び受領に関する届（様式情提１ ）」により届出された口座へ、情報提供料を振り込

みます。 

 

「過誤調整結果通知書（様式情提２４）」は、既に情報提供料が支払い済みのものについて、何ら

かの理由により情報提供料の支払いを取消し、当月分の情報提供料から減算した場合に送付します。 

「返戻結果通知書（様式情提２５）」は、当月提出分のうち、既に特定健診のデータを登録してい

る又は提出された情報提供票等に不備がある等の場合に送付します。 

これらの様式には、その理由を記載していますので、それぞれ確認してください。 

 

(７) 支払額通知書等の確認（医療機関） 

「支払額通知書（様式情提２１）」に記載の支払金額を、提出月の翌月の２５日（土曜日、日曜日

及び国民の祝日の場合は翌営業日）までに、指定された口座へ振り込みますので確認してください。 

 

(８) 返戻時等の対応（医療機関） 

既に特定健診のデータが登録済みの場合は、保険者へ相談してください。 

 

必須項目の記入漏れの場合は、不足部分に追記した上で、再提出してください。 

なお、再提出ができない場合は、「同意書（様式情提４）」及び「特定健診受診券」を、被保険者

に返却してください。 

 

(９) 振込先口座を変更したい場合（医療機関） 

「請求及び受領に関する届（様式情提１ ）」に必要事項を記入の上、（１）と同様に提出してくだ

さい。 
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＜流れ図＞ 
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７ よくある質問（Ｑ＆Ａ） 

 別添「Ｑ＆Ａ」を確認してください。 

 

 

８ 事業実施保険者一覧 

保険者番号 保険者名 担当課名 担当課連絡先 被保険者番号桁数（参考） 

00350017 下関市 保険年金課 083-227-2124 ７桁（０１２３４５６） 

00350025 宇部市 保険年金課 0836-34-8338 ６桁（０１２３４５） 

00350033 山口市 保険年金課 083-934-2802 １０桁（０１２３４５６７８９） 

00350066 防府市 保険年金課 0835-25-2164 ８桁（０１２３４５６７） 

00350074 下松市 保険年金課 0833-45-1823 １０桁（０１２３４５６７８９） 

00350082 岩国市 保険年金課 0827-29-5083 １０桁（Ｓ１２３４－５６７８） 

00350090 山陽小野田市 保険年金課 0836-82-1189 ８桁（０１２３４５６７） 

00350108 光市 市民課 0833-72-1426 １０桁（０１２３４５６７８９） 

00350124 柳井市 市民生活課 0820-22-2111 ９桁（１２－３４５－６７） 

00350132 美祢市 市民課 0837-52-5231 ８桁（０１２３４５６７） 

00350157 周防大島町 健康増進課 0820-73-5502 ８桁（０１２３４５６７） 

00350199 和木町 保健福祉課 0827-52-2195 ７桁（０１２３４５６） 

00350280 上関町 住民課 0820-62-0877 ６桁（０１２３４５） 

00350306 田布施町 健康保険課 0820-52-5809 ８桁（０１２３４５６７） 

00350314 平生町 健康保険課 0820-56-7115 ７桁（１２３－４５６） 

00350520 阿武町 健康福祉課 08388-2-3115 ７桁（０１２３４５６） 

00350595 周南市 保険年金課 0834-22-8309 １０桁（０１２３４５６７８９） 

00350603 萩市 市民課 0838-25-3147 ８桁（０１２３４５６７） 

00350611 長門市 総合窓口課 0837-23-1129 ８桁（０１２３４５６７） 
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９ 各種様式 

(１) 請求及び受領に関する届（様式情提１） 
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(２) 情報提供票（様式情提２） 
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【参考】Excel形式とした場合の入力欄・エラーチェック内容 
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(３) 質問票（様式情提３） 
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(４) 同意書（様式情提４） 
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(５) 媒体送付書（個別医療機関用）（様式情提５） 
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(６) 媒体送付書（請求代行機関用）（様式情提６） 
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(７) 提出医療機関内訳書（様式情提７） 
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(８) 支払額通知書（様式情提２１） 
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(９) 支払額内訳書（様式情提２２） 
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(10) 提供者別支払額内訳書（様式情提２３） 
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(11) 過誤調整結果通知書（様式情提２４） 

 

(12) 返戻結果通知書（様式情提２５） 

 


